
4月号 （ 16 ）4月号（ 17 ）

イ
ン
フ
ォ

　

メ
ー
シ
ョ
ン

イ
ン
フ
ォ

　

メ
ー
シ
ョ
ン

市
税
の
収
入
確
保
と
納
税
の
公
平

性
を
図
る
た
め
、
滞
納
処
分
と
し
て

ヤ
フ
ー
株
式
会
社
の
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト

オ
ー
ク
シ
ョン
を
利
用
し
た
公
売
を
実

施
し
ま
す
。

◇
物
件　

動
産
お
よ
び
不
動
産
（
動

産
は
下
見
会
を
実
施
）

◇
参
加
申
込
期
間　

４
月
12
日
（木）
午

後
１
時
〜
26
日
（木）
午
後
11
時

◇
入
札
期
間　

○
せ
り
売
り　

５
月
８
日
（火）
午
後
１

時
〜
10
日
（木）
午
後
11
時

○
入
札　

５
月
８
日
（火）
午
後
１
時
〜

15
日
（火）
午
後
１
時

◇
下
見
会　

○
日
時　

４
月
19
日
（金）
午
前
10
時
〜

午
後
４
時

○
場
所　

市
役
所
玄
関
ホ
ー
ル
（
入

舟
町
）

◇
そ
の
他　

な
お
、
公
売
は
納
付
の

状
況
等
で
中
止
に
な
る
場
合
が
あ
り

ま
す
の
で
、
ご
了
承
く
だ
さ
い
。
詳

細
は
左
記
へ

◇
問
合
先

　
　

収
税
課　

☎
（21）
２
１
３
３

　

市
で
は
、
全
県
下
一
斉
に
取
り
組

ま
れ
る
市
町
村
税
滞
納
ぼ
く
滅
月
間

の
一
環
と
し
て
、
県
地
方
税
徴
収
特

別
対
策
室
と
協
働
し
、
市
税
等
の
滞

公
売
を
実
施
し
ま
す

新
年
度
証
明
書
発
行
日
の
お
知
ら
せ

市
町
村
税
滞
納
ぼ
く
滅
月
間

藤都西 大本

藤都西 大本本

本

本 納
整
理
の
強
化
を
図
り
ま
す
。

期
間
は
４
月
・
５
月
と
し
、
財
産
、

給
与
等
の
調
査
お
よ
び
差
押
等
の
滞

納
処
分
を
強
化
し
ま
す
。

私
た
ち
の
暮
ら
し
を
支
え
る
大
切

な
税
の
自
主
的
な
納
付
を
お
願
い
し

ま
す
。

◇
問
合
先　

　
　

収
税
課　

☎
（21）
２
１
３
１

税
金
の
納
期
限
内
納
付
にご

協
力
を
！

納
付
は
安
全
確
実
な
『
口
座
振
替
』

を
ご
利
用
く
だ
さ
い

新
年
度
の
各
証
明
書
の
発
行
日
は

次
の
と
お
り
で
す
。

○
評
価
証
明　

４
月
２
日
（月）
〜

○
公
課
証
明　

５
月
11
日
（金）
〜

○
所
得
・
課
税
・
住
民
税
決
定
証
明

給
与
特
徴
の
方　

５
月
10
日
（木）
〜

普
通
徴
収
の
方　

６
月
15
日
（金）
〜

な
お
、
申
請
書
は
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
か

ら
ダ
ウ
ン
ロ
ー
ド
で
き
ま
す
。

◇
問
合
先　

　
　

市
民
税
課　

☎
（21）
２
１
２
１

　
　

税
務
課　
　

☎
（43）
９
２
０
８

　
　

税
務
課　
　

☎
（62）
０
９
０
２

　
　

税
務
課　
　

☎
（29）
１
１
０
１

　
　

地
域
ま
ち
づ
く
り
課

　
　
　
　
　
　
　

☎
（92）
０
３
０
４

国
民
健
康
保
険
税
率
は
こ
れ
ま
で

地
域
ご
と
に
異
な
っ
て
い
ま
し
た
が
、

平
成
24
年
度
か
ら
全
地
域
統
一
と
な

り
ま
す
。（
税
率
は
広
報
と
ち
ぎ
３

月
号
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。）

税
率
改
正
に
よ
る
保
険
税
額
の
変

更
例
、
計
算
方
法
は
次
の
と
お
り
で

す
。

◇
問
合
先

　
　

市
民
税
課　
　

☎
（21）
２
１
２
３

　
　

保
険
医
療
課　

☎
（21）
２
１
５
１

　
　

税
務
課　
　
　

☎
（43）
９
２
０
８

　
　

税
務
課　
　
　

☎
（62）
０
９
０
２

　
　

税
務
課　
　
　

☎
（29）
１
１
０
１

　
　

地
域
ま
ち
づ
く
り
課

　
　
　
　
　
　
　
　

☎
（92）
０
３
０
４

国
民
健
康
保
険
税
に
つ
い
て

国
民
健
康
保
険
か
ら
の
お
知
ら
せ

公共下水道の供用開始区域を
　　　　　　　　　　拡大します！

平成24年３月31日に「供用開始の告示」を行い、次
の区域で下水道が使用できるようになります。
○栃木地域
箱森町、片柳町２丁目、薗部町２・３丁目、大宮町、
野中町地内の各一部
○大平地域
　富田、下皆川、西野田地内の各一部
○藤岡地域
　赤麻、大前地内の各一部
○都賀地域
　原宿、家中地内の各一部
○西方地域
　真名子地内の一部

※供用開始区域の告示に関する書類は、下水道課で
縦覧しています。また、詳しい区域は市ホームペー
ジをご覧ください。

■供用開始区域の皆さんへ
公共下水道は生活排水による生活環境の悪化や河

川等の水質汚濁を防止するための施設です。
きれいで住み良い街、環境づくりのため整備された
公共下水道に１日も早く接続されますようお願いします。
◇問合先
下水道課（水道庁舎内／☎20－5711）
　　　　（市民会館内／☎24－6411・6412）

低
炭
素
杯
２
０
１
２　

環
境
大
臣
賞
（
グ
ラ
ン
プ
リ
）
受
賞

◎
栃
木
農
業
高
校
環
境
科
学
部

　

地
域
お
こ
し
プ
ロ
ジ
ェク
ト
班

栃
木
農
業
高
校
地
域
お
こ
し
プ
ロ

ジ
ェ
ク
ト
班
の「
守
れ
ヨ
シ
の
湿
原
、

と
り
も
ど
せ
農
村
の
ヨ
シ
ズ
作
り
」

の
活
動
が
、
２
月
18
日
・
19
日
に
東

京
ビ
ッ
グ
サ
イ
ト
で
行
わ
れ
た
低
炭

素
杯
２
０
１
２
で
、
環
境
大
臣
賞（
グ

ラ
ン
プ
リ
）に
輝
き
ま
し
た
。

低
炭
素
杯
と
は
、
全
国
か
ら
低

炭
素
な
社
会
づ
く
り
に
取
り
組
む
団

体
・
企
業
が
、
全
国
に
広
げ
て
い
き

た
い
低
炭
素
社
会
に
向
け
た
取
り
組

み
を
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
し
、
そ

の
内
容
を
審
査
す
る
も
の
で
す
。

栃
木
農
業
高
校
の
活
動
が
、
地

元
と
密
着
し
て
い
る
こ
と
が
大
き
く

評
価
さ
れ
受
賞
と
な
り
ま
し
た
。

須
藤
佑
果
部
長
は
、「
こ
の
大
会

で
環
境
大
臣
賞
（
グ
ラ
ン
プ
リ
）
を

受
賞
し
た
こ
と
で
、
自
分
た
ち
の
活

動
に
自
信
を
持
つ
こ
と
が
で
き
た
。

ま
た
、
全
国
に
は
同
じ
よ
う
な
活
動

を
し
て
い
る
団
体
等
が
多
い
の
で
、

市
内
で
も
、
こ
の
賞
を
契
機
に
、
身

近
に
感
じ
て
も
ら
え
た
ら
う
れ
し
い

で
す
」
と
語
って
く
れ
ま
し
た
。

ヨシズの前で賞状とトロフィーをもつ
栃木農業高校環境科学部の皆さん

今
回
の
受
賞
ト
ロ
フ
ィ
ー（
中
央
）
は
、

石
巻
市
の
小
学
校
の
ガ
レ
キ
を
使
用
し
て

作
成
し
た
も
の
で
す
。

国民健康保険の現状１
○加入者の状況
　国民健康保険は、社会保険などと比べ、加入者の
平均年齢が高く、特に 65 歳以上の方の割合が高いと
いう特徴があります。本市の国民健康保険には、世帯
の約 44％、人口の約 30％が加入しています。
栃木市の加入状況（平成24年1月末）

世帯数 人数
栃木市全体
国保加入者
加 入 割 合

53,879世帯
23,567世帯

43.7%

147,900人
44,183人
29.9%

（内）65歳以上
36,459人
13,197人
36.2%

被保険者１人当たりの医療費 （円）

21年度 22年度
全 国 平 均 まだ公表されて

いません

栃木県平均
栃 木 市

20年度
281,761
250,116
255,666

289,885
255,748
264,128

266,725
278,016

○医療費の状況
１人当たりの医療費は年々増加しています。本市は
全国平均より低くなっていますが、県平均よりは少し高く
なっています。

＜例＞4 人家族（夫 45 歳  妻 45 歳  子 18 歳 16 歳）、固定資産税年額 10 万円の世帯の場合
２. 前年所得 200 万円（給与収入 311 万円） １. 前年所得 33 万円以下（給与収入 98 万円以下）

栃木
大平
藤岡
都賀
西方

376,900
369,500
348,500
339,500
372,800

旧税率
（23 年度）

新税率
（24 年度）

351,600

増減額
（円）

‒25,300
‒17,900
3,100
12,100
‒21,200

地域
保険税年額（円）

栃木
大平
藤岡
都賀
西方

95,700
101,400
99,900
93,700
90,900

旧税率
（23 年度）

新税率
（24 年度）

68,800

増減額
（円）

‒26,900
‒32,600
‒31,100
‒24,900
‒22,100

地域
保険税年額（円）

３. 前年所得 400 万円（給与収入 567 万円）

栃木
大平
藤岡
都賀
西方

560,800
575,500
538,500
537,200
550,800

旧税率
（23 年度）

新税率
（24 年度）

553,600

増減額
（円）

‒7,200
‒21,900
15,100
16,400
2,800

地域
保険税年額（円）

例２[ 前年所得 200 万円（給与収入 311 万円）] の
新税率による保険税額の計算方法

①医療分（200万円－33万円）×6.6%＋10万円×14％＋24,000円×4人＋23,500円

②支援金分（200万円－33万円）×    2%＋10万円×  3％＋  5,000円×4人＋  4,500円
③介護分（200万円－33万円）×1.5%＋10万円× 3％＋  7,000円×2人＋  5,000円

[40～64歳被保数]

保険税年額　　①243,720円+②60,900円+③47,050円＝351,600円　[端数処理後]

所得割額 資産割額 均等割額 平等割額

[基礎控除]  [所得割率]               [資産割率] [均等割額] [被保数]

平成24年度　納期一覧　　（　　）は納期限日・口座振替日です。

4月

5月

6月

7月

8月

9月

10月

11月

12月

1月

2月

軽自動車税

全期（5月31日）

固定資産税
都市計画税

市・県民税

普通徴収 年金徴収

国民健康保険税
後期高齢者医療保険料

介護保険料

普通徴収 年金徴収

月

1期（5月31日）

2期（7月31日）

3期（10月1日）

4期（11月30日）

1期（7月2日）

2期（8月31日）

3期（10月31日）

4期（1月4日）

4月 仮徴収

6月 仮徴収

8月 仮徴収

10月 本徴収

12月 本徴収

2月 本徴収

1期（7月31日）

2期（8月31日）

3期（10月1日）

4期（10月31日）

5期（11月30日）

6期（1月4日）

7期（1月31日）

8期（2月28日）

4月 仮徴収

6月 仮徴収

8月 仮徴収

10月 本徴収

12月 本徴収

2月 本徴収


